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【図 1】　開墾事業としての松ケ岡の位置づけ

【図 2】　研究方法ダイアグラム

【図 5】　土地共有認識

【図 3】　養蚕蚕室の全景 【図 4】新徴屋と松ケ岡本陣の移築　

■研究方法
松ケ岡の現在に至るまでの変容を大きく 2 つの区分に分ける。

Ⅰ部（第 1 章）：開墾場（生産の場、無住空間）の形成過程
　　→土地の所有体制から見る空間構造の基盤
文献資料

『庄内日誌』（開墾事業に従事した庄内藩士黒崎研堂の日誌）
→当時の開墾事業の様相を把握する

『凌霜史』（開墾事業から通史的にまとめられた資料）
→背景となる知識や関連資料

Ⅱ部（第 2,3 章）：地域社会（自律的な生産と生活の場、定住社会）の形
成過程
　　→集落構造の変容からみる共同体の変容
フィールドワーク、適宜関連する文献資料

Ⅰ部とⅡ部の空間構造の比較から、共同体の持続性要因を探る。

■組織形成
開墾士族は藩士の父兄子弟も含めた 2941 名 34 組の編成となり、この他
に周辺農村からの応援者も加わった開墾事業であった。
明治 2 年の藩籍奉還に伴い、庄内藩の土地が国有林として管理されてい
たが藩主酒井忠篤の打診による土地の払下げがなされた。
このような開墾事業に際して、開墾士族は廃藩置県以降も行われた庄内
藩の藩校を拠点としていた。
このことから松ケ岡開墾事業は廃藩置県以降も、酒井家を中心とする旧
庄内藩士としての全体意識を残したまま行われた開墾士族 3000 人による
大規模共同開墾であったことがわかる。

本章では開墾場（無住空間、生産の場）の形成過程として、共同体の組織
形成、開墾準備、産業形成、移住開始の経緯をまとめ、生産地（土地）の
所有体制からみる開墾地の空間構造の基盤について明らかにする。

本章では集落構造に大きな影響を与えたと思われる
1.〈環境〉開田計画　2.〈交通〉農道改良事業　3.〈地域経営〉土地の私有制
以上の転換点を踏まえ、組織構成、祭礼行事・年中行事の変容をたどることで、
集落構造形成における社会的背景の変化を明らかにする。

もともと、この開墾地は旧庄内藩と
いう全体意識に基づいた共有意識が、
あり、この松岡社誓約書による明文
化によってこの全体意識に基づく共
有意識は団体を統治するための共有
制度として位置づけられることとな
る（詳細は第 2 章）
これまでの開墾事業の経緯をたどる
ことで、強く庄内藩の全体意識とし
ての土地に帰属した共同体が形成さ
れていたことがわかる。

『凌霜史』には、開墾当初から開墾士族 3000 人の土地だという共有認識
があったと記されている。
この土地の共有認識は明治 14 年の松岡社誓約書においてその精神が明文
化されたが産業報国としての側面が強く強調されていた。

開田計画事業に伴い、周辺農村から
の水利権獲得や月山の地形を活かし
た灌漑用水量の増大によって、開墾
以来初めて、開墾地外の環境基盤に
支えられることとなった。

松ケ岡開墾事業は移住計画を伴う開拓事業とは異なり、住むための計画
がなされなかった。

→開墾地の空間構造の変容を手がかりとして、共同体の持続性要因を明
らかにする。

松ヶ岡開墾場は旧庄内藩士を中心に組織された共同体により開墾され、現
在ではその地に、その子孫によって共同体が継承されている。
生産の場としての開墾地にやがて定住社会が形成され、地域社会を形成す
るに至ったことに開墾地としての空間の特異性がある。

こうした松ケ岡に関する既往研究では開墾事業としての側面や土地の共有
制に見られる特異な営農形態の紹介などが中心であり、この開墾地の空間
構造の変容から共同体の継承過程について着目した研究は見られない。

近世、特に庄内平野における
開拓事業である新田開発では、
既成水田への水利事業が中心であり
庄内平野における生活圏の拡大の
基盤となる環境開発事業であった。

士族授産開墾事業は、国家近代化の末端組織として無産階級である士族た
ちを帰農させることを目的とした社会的政策であった。
そのため、開墾用地の払下げや移住奨励金の付与など、開墾契機を与える
ものであった。

松ケ岡開墾事業は廃藩置県に先立ち、戊辰戦争に敗れた庄内藩士の士風刷
新、国家への汚名返上として蚕糸業の確立を目指す自発的な開墾事業で
あった。

都市圏（鶴岡城下）とを繋ぐ道から集落
内の交通整備が行われ、農道改良事業（昭
和 32 年）によって集落内と周辺農村を結
ぶ交通網が整備され、土地整備事業によっ
て開墾地内の道と道とを繋ぐ交通整備が
行われた。

■土地所有形態の変容
開墾事業の際に確立された土地の所有体制が制度として確立する。
1. 松岡社誓約書による土地所有認識の明文化（明治 14 年）
2. 土地の共有が制度として確立（惣有制）（明治 34 年）
3. 農地改革を経て、平成 3 年まで土地の共有制（全体で土地を所有し、個人に分配）
4. 現在は私有制（共有制時代に配分された土地を管理）
■分家計画
大正 15 年、昭和 6 年に分家計画が出され、この分家計画は土地共有制度の観点から、
本家が負担するのは建築費のみであり、二三男に移住資金を付与することで分家
を奨励し、開墾地内の指定の場所に移住させた。昭和 6 年には開墾地内に 65 戸の
戸数制限を設けた。松ケ岡では開墾地外からの移住者はなく、分家によって随時
戸数を増加し、共同体を拡大した。

■祭礼行事・年中行事
松ケ岡本陣では明治 22 年から住民の集会所の場として利用され、また桑園作業の
時の総出作業を受け継いで、住民総出で本陣の茅刈りの作業を行っている。
松ケ岡神社は蚕業稲荷神社として蚕業守護神を祀るようになる。また昭和 16 年に
は庄内柿の収穫期に合わせて例大祭の変更がなされた。

〈環境〉〈交通〉〈地域経営〉の大きな転換点、そして組織構成、祭礼行事・年中行
事の変容を年表にプロットすることで地域社会としての松ケ岡の変容過程を 4 つ
の時期区分に分け、その地域経営的変容がどのような意味をもっていたのか考察
した。

1. 畑作生産社会期
畑作を主とした生産体系のこの時期は、土地の共有制や本家を中心とした組織、
蚕業稲荷神社での養蚕業信仰などから、この時期は畑作生産活動に従属した生活
を行っていたと考えられる。

2. 生産・生活安定期
畑作時代の困窮を抜け、生活が安定した時期でもあった。
これに伴い、分家計画によって共同体を拡大し、より持続的な共同体としての基
盤を形成した。
そして、開墾場綱領の配布や開墾記念日の式典が始まり、過去の継承や共同体精
神を再確認する動きが見られた。
また、蚕業稲荷神社が庄内柿の収穫時期に合わせて例大祭の日時が変更されるな
ど、生活と生産が相互に影響しあう社会が形成され始めてきた。

3. 地域内共同期
集落内交通の整備が開始されて以降のこの時期は、松ケ岡本陣の茅葺屋根の葺き
替えなどの総出作業が行われ、地域内での共同意識の形成がなされた。
土地所有制度に変更は見られたが、所有形態については大きな変化はなく、これ
まで整備されてきた基盤や制度の中で自律した生産と生活が行われるようになっ
た。

4. 各戸生産・地域生活期
集落内交通の整備が終わったこの時期は、土地が私有制になり、これまでの土地
所有形態が大きく解体された時期であった。
すなわち時代の価値観や周辺集落との関係性の中で、より開かれた地域社会を形
成するため、主に地域の経営方法が見直される時期であった。
しかし、これまで連綿と続いてきた開墾事業の精神継承は現在も続けられており、
その地域経営方法の観点において他の周辺社会とは性格が異なる社会を形成した。

〈環境〉〈交通〉〈地域経営〉における大きな転換があるなかで、段階的な
地域経営方法の変容が見られたことが松ケ岡の特質であった。

■開墾準備
開墾地内を組ごとに分割し、効率的に開墾作業が行われた。
そして、これまで後田山、馬渡山などと呼ばれていた開墾地に対しては
じめて「松ケ岡」という名称が付された。
また、酒井家を中心とする共同開墾を象徴するものとして、開墾作業の
休憩所である松ケ岡本陣が酒井家江戸往来の際の休憩所から、そして精
神的中心となる松ケ岡神社が酒井家の江戸藩邸から移築された。
これにより開墾地が廃藩置県以降、旧庄内藩体制を移入した新たな社会
的空間としての性質を帯びたことがわかる。

■産業形成
計 10 棟建造された養蚕蚕室は、先進地である上州島村の田島弥平家の蚕
室を模したものであった。
上州島村式の蚕室建造を実現するために、最上地方から木材を運んだ。
また、田島家から学んだ桑園培養方法で開墾地内の全ての適地に桑園を
造成し、各組ごとに桑樹の植付けを行った。
これにより栽桑・養蚕・製糸を一貫で行う基盤を確立し、先進産業のモ
デルとして、強く様式に意識的な空間形成が行われた。
■移住開始
桑園の造成を完了した以降は、その桑園管理のために通勤で開墾に従事
していた開墾士族が散発的に移住を始めた。
鶴岡城下で空き家となっていた新徴組の屋敷を開墾地に移築し、広く散
在することで、居住戸ごとに桑園の管理に当たった。
これにより産業管理の必要性により、「無住空間」であった開墾地に対し
て居住空間としての性質を帯びた。

Ⅰ部
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（生産の場）
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【図 5】　土地共有認識
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明治期開墾地「山形県鶴岡市松ケ岡」にみる開墾地の空間構造の変容と共同体の持続性
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【図 6】　現在の居住立地

【図 12】　昭和 27 年の居住立地

【図 13】　オンチャマチ

【図 14】　集落構造の変容

【図 15】　空間構造の変容

【図 16】　地域経営方法の変容

【図 7】　大正 2 年の居住立地

【図 8】　畑地に囲まれた民家

【図 9】　昭和 9 年の居住立地

【図 10】　田地の民家

【図 11】　畑地の民家

開墾地の管理から、開墾地内に広がって居住するいわゆる散村の形態が
取られていた（1）が、やがて分家による共同体の拡大、開墾地内の農地
拡大に伴う土地利用分化によって生産地の地目ごとに居住戸がまとまり

（2）、やがて行政区の分断によって、地域内で生活圏が分断されたが、散
在する住戸の間を埋めるように小さなまとまりを形成するようになった。

（3） 

松ケ岡本陣、神社は地域社会の変容に応じて、その地域における位置付け
を段階的に変容させてきた。
開墾事業の祭礼を行う松ケ岡神社から蚕業信仰へと変容し、やがて下記の
収穫物に合わせて例大祭が変わるなど、生産の変容に伴い、その意味作用
を「読み替え」ることで生産と生活の中心としての場に位置づけることが
できた。

開墾事業を文化として継承しながら、その意味付けを「読み替え」ながら
維持していくことで共同体の変容に合わせて、共同体に向心力を与えるこ
とが可能となった。

　全体意識（庄内藩の空間）→領域性（開墾士族の空間）→中心性社会

　・領域性や中心性の象徴となる神社や本陣の存在があった。
　・共同体の変容に合わせて、これら象徴の意味付けを「読み替える」こ
とで共同体の帰属意識を作り上げてきた

旧庄内藩に対する全体意識は、土地の共有認識が団体経営の統治のため
の土地共有制度として書き換わることで、その帰属意識は開墾地領域に
対する「領域性」への帰属意識へと変容した。
この「領域性」への帰属意識は開田計画以前まで続き、分家計画による
共同体の拡大に伴い、「家」を単位とした社会での共同体のつながりが生
まれた。
この共同体は、集会や祭礼行事の場として、地域の核としての松ケ岡本陣、
神社に帰属する「中心性」社会へと移行することとなる。
これにより、散在した住戸間を束ね、行政区による分断を経ても共同体
は解体されることはなく、空間構造の持続的変容がなされた（図 15）

昭和 27 年当時の居住立地および本
家と分家を記した渡辺茂蔵『舊庄内
藩松ケ岡開墾地の土地共有制度』を
参照すると、開墾地内全域に居住戸
が展開し、道沿いには居住戸がまと
まって群を形成していることが分か
る。
現在の集落構造はこの昭和 27 年の
集落構造と比較して数戸の脱退戸が
ある程度であり、総体として現在の
集落構造とあまり変わらない。

この時期は集落内でも特徴的なオン
チャマチと呼ばれる分家群が形成さ
れた。このオンチャマチは段階的な
分家によって形成された地域で、住
民へのヒアリングによると住戸間で
集まって居住することで地域経営的
利便性から形成されたという。

このように当時の集落構造は住戸と
住戸の関係性から散在した住戸を埋
めるようにして形成され、地域の管
理から生まれた集落構造だと考えら
れる。

昭和 30 年には市町村合併に伴う地
域内分断が行われ、開墾地南部に居
住する住戸は馬渡地区に取り込まれ
る。

大正 2 年の地図から、蚕室付近
及び小黒川より北側に居住戸が
集まり、開墾地南部の馬渡地区
に居住戸が点在していることが
分かる。
土地利用を見ても分かるが、小
黒川以北の蚕室付近と小黒川以
南の一部に畑地が広がり、開墾
地内のその他では林地や草地が
広がっていることがわかる。

この当時から住む民家を調査す
ると、交通整備によって初めて
土地が分断されたといい、生産
地の中に宅地を設けたと考えら
れる。

この時代の集落構造は開墾され
た畑地を管理するため、開墾地
端部に居住し、中央の土地を共
有で管理していたと考察できる

本章では第 2 章で区分した時期
の居住立地から集落構造の変容
をたどる。

松ケ岡では周辺集落と比較し
て、大きな意味では散村の形式
を取っているが、場所ごとに小
さな群を形成している。

周辺農村と異なる集落形成を
辿った松ケ岡の集落構造の変容
を明らかにする。

【図 10】　田地の民家

【図 9】　昭和 9 年の居住立地

【図 10】　田地の民家

【図 11】　畑地の民家

昭和 9 年の地図から、小黒川付
近、新たに築堤された溜池およ
び水路付近、さらに小黒川以南
に居住戸が展開していることが
分かる。分家計画を経て、居住
戸が増加し、開田計画に伴って
開通された水路にそって分家を
出し、開田されなかった畑地の
中央に新家が居住している。

田地を後背にもつ民家へのヒア
リングによると小黒川沿いに位
置するこの土地はもともと雑木
林で桑園として利用されておら
ず、開田計画に伴う耕地整理に
より、川沿いの起伏の激しい立
地でも居住を可能にした。

また、畑地に囲まれた民家への
ヒアリングによると開墾地中部
に位置するこの土地は開田計画
による開田を受けずに、畑作お
よび畜産を行っていた。

地目に応じて分家および新家が
定住したことから地目ごとに集
まって農地を管理する集落構造
だと考えられる。
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